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１番 防犯カメラの設置、維持管理費の助成等に

ついて 

上谷津町会からのご質問①（要旨） 

①街頭防犯カメラの設置及び維持管理費の一部に

ついて補助金の充実をしてほしい。 

 

 

 

 

区長回答 

①日頃より、地域の防犯活動に熱心に取り組んでい

ただくとともに、防犯カメラの設置を積極的に進め

ていただき感謝申し上げます。 

区では、地域における防犯カメラの設置を促進す

るため、町会・自治会等が防犯カメラを設置する場

合に、設置費用の５/６を補助する防犯カメラ設置

促進事業を推進しています。 

また、防犯カメラ設置後の維持管理経費が、設置

団体の大きな負担となっていることから、令和元年

度より、防犯カメラ１台当たり年 2,200円を補助

する区独自の制度を開始しました。 

令和２年度からは、都による電気料金等の維持管

理経費に係る補助制度が創設されたため、区の制度

を変更し、区の補助金を受けて防犯カメラを設置し

た町会・自治会等に対して、維持管理経費の５/６

を補助する制度を開始するなど、防犯カメラ設置団

体の負担軽減を図っています。 

区は、今後も、防犯カメラのさらなる設置促進に

努めていくとともに、防犯行政は都の役割も大きい

ものと考えていることから、町会・自治会等のさら

なる経費負担軽減に向けて、都に要望してまいりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上谷津町会からのご質問②（要旨） 

②住民の安心・安全対策のため、防犯上、防犯カメ

ラの設置が望ましい場所を調査・集約し、行政によ

って防犯カメラを設置してほしい。 

 

 

 

区長回答 

②地域の防犯カメラの設置は、地域の実状を最も把

握されている町会・自治会の皆様に設置していただ

くことが、地域の防犯力を高める上で、大変重要と

認識しております。 

これまで区は、区立小学校の校内や通学路の安全

対策及び区立公園における不法行為・迷惑行為の未

然防止などの観点から、合計 288台の防犯カメラ

を設置してまいりました。 

今後も、安心・安全なまちを築くため、警察等関

係機関との連携を図りながら、区による防犯カメラ

の設置の必要性について検討するとともに、地域の

皆様による設置についても、引き続き支援体制を堅

持してまいります。 
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２番 前谷津川の自然遺跡としての整備について 

上谷津町会からのご質問（要旨） 

現在は全区間が暗渠となっているが、かつては子

ども達が魚採りや水遊びに興じる遊びの場であり、

大人にとっても農産物をそこで洗ってから市場に

出していた、生活に深く根差した河川だった。地域

住民がかつての前谷津川に親しみを持ち、地域に対

する愛着を高める意味でも、案内看板等を設置して

ほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区長回答 

前谷津川は、赤塚新町２－７－１７（元の並木醤

油玉井醸造）の周辺を谷頭として、荒川に流れ込ん

でいた小河川です(現在は新河岸川)。昭和 50 年代

に行われた暗渠化工事によって、現在はその流れを

見ることはできません。なお、暗渠化工事とともに

緑道整備が進められました。 

数年前に発行された、板橋区の隠れた魅力を知る

『板橋マニア』という冊子にも、前谷津川は「赤塚

新町二丁目の湧水を水源とし、いくつもの支流を集

めた川」として取り上げられています。地図を持ち

歩き、昔の地形や暗渠化した川の流路を体感するこ

とは、今注目されるブームとなっています。 

前谷津川は、歴史的に、稲作利用や徳丸・赤塚地

域の特産野菜である「大根」の洗い場などの農業利

用、さらには子ども達の遊びの場としても利用され

るなど、流域地域の歴史や生活、文化に深く関係し

てきた大事な「場」であると認識しています。 

このような、今現在は直接見ることができない、

自然地形や川の流路を再確認し、その歴史を遡るこ

とは、これからの地域の自然災害への備えなどを考

えていく上でも大変重要な視点だと認識していま

す。 

前谷津川の歴史や自然環境をより多くの地域住

民の皆様に知っていただくためには、今回のご要望

も含めて、どのような手法が望ましいのか、検討し

てまいります。 
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３番 保存樹木等管理等助成について 

篠ケ谷戸町会からのご質問①（要旨） 

①保存樹木に対する区の考え方をお聞かせいただ

きたい。 

 

 

 

 

区長回答 

①篠ケ谷戸町会の皆様には、日頃から、区の貴重な

緑である保存樹木の維持管理にご尽力いただき、お

礼申しあげます。 

区は、緑地保全を政策目標の一つに掲げ、既存の

樹林や樹木、農地などの保全とあわせ、公園や緑地

の整備、開発行為などに伴う緑化の義務化、民間施

設の緑化助成など、新たな緑の創出・育てるための

支援など様々な施策に取り組んでいます。 

緑の中でも、樹林地や大径木は、地域の個性とし

て景観的な付加価値の高いものも多く、その意味で

公益性が認められることから、私有財産ではありま

すが保存樹林・樹木として維持経費に公費支出して

います。 

支援については、私有財産としての事情や、周辺

環境の変化で樹林や樹木の維持が困難になること

も勘案し、公費負担を限定する一方、伐採制限や罰

則などは設けず、所有者、地域、区の相互理解と連

携により、保存に努めていく考えです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

篠ケ谷戸町会からのご質問②（要旨） 

②保存樹木等管理助成の利用回数の見直し及び大

木となってしまった保存樹木の伐採に対する助成

をしてほしい。 

 

 

 

区長回答 

②保存樹木の解除申請の理由は、落葉・日照などに

対する近隣からの苦情により伐採せざるを得なく

なること、売買など土地活用の障害となることが大

半を占めています。 

こうした負担の緩和に向けて、助成制度の見直し

を行い、平成 16 年度に、剪定や枝折れなど隣地へ

の危険を回避するための緊急対応制度を創設した

ほか、マンション開発などの際の樹木保存に対する

優遇制度について検討を行っているところです。 

そもそも保存樹木制度は、所有者はもちろん、地

域の方々の理解と協力の中で残されていくことを

基本とした仕組みであり、伐採に対する助成は馴染

まないものと考えております。 

また、助成の拡大は、私有財産への支出であるこ

とや、他の助成制度とのバランスなどから見て、直

ちに現行の助成枠を超えることは難しいと考えて

おり、意識啓発という面から地域の緑を将来につな

げるよう努めてまいります。  
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４番 新規町会員の加入促進への区としての助言

について 

番匠免町会からのご質問（要旨） 

町会の役割を改めて考えなければならない時か

と思う。区は町会にどのようなことを求めているの

か。 

また、町会が、災害時の「共助」も基となる組織

であることは承知しているが、それだけでは新規会

員を集めにくいのが現状である。平時の活動として

どのようなことを求めているのかについても助言

がほしい。 

 

区長回答 

町会・自治会の皆様には、地域住民の親睦はもと

より、日頃から防犯・防火・防災・青少年健全育成・

環境美化など、幅広い地域活動を通じて、地域のコ

ミュニティの活性化にご尽力賜り、大変感謝してお

ります。 

町会・自治会の役割は、同じ地域に住むご近所同

士が、互いに顔の見える関係をつくり親睦を図ると

ともに、困った時の声かけや相談など助け合える共

助にあると考えております。 

猛威を振るう新型コロナウイルスのため、夏祭

り・盆踊り・運動会など町会・自治会のイベントや

親睦等の活動が、自粛せざるを得ない状況について

は、大変憂慮しているところです。 

この困難な時こそ、地域の人々の安心安全な暮ら

しに向け、大きな力を発揮するのが町会・自治会の

存在と認識しており、関係機関と連携し「なんでも

相談所」の実施や、コロナ感染予防グッズの配付、

台風等の出水期に向けた啓発など、地域の安心安全

に働きかけをした町会・自治会の事例も聞いており

ます。 

これまでの町会員との関係性に加え、SNS を活

用した町会活動などを住民に分かりやすく目に見

える形でお知らせすることや、若い世代に向けたイ

ベントの工夫など、新たな取り組みにも力を入れて

いただくことで、さらなる町会・自治会の進化に繋

がるものと考えております。 

各地域センターにおいても、町の状況や町会・自

治会のほかコミュニティスクール、ＡＩＰ、民生・

児童委員の活動など収集して、積極的に発信してお

り、皆様の活動を支援してまいります。 

引き続き、地域のコミュニティを活性化するため

の自主的な任意団体として、活動することを期待し

ております。 

区長回 

〈参考〉町会活動等の事例 

蓮根支部 

蓮根地域は、地域内の全ての町会・自治会、老人

会、民生・児童委員、介護事業所などの協力を得て、

行政、おとしより相談センター、板橋区社会福祉協

議会の指導のもと「蓮根 AIP ささえあい協議会」

結成。毎月１回の定例会で話し合いを行い地域の見

守り活動を行う。 

 具体的な地域活動として、蓮根仲町会は「スポッ

ト仲蓮根」として、町会会館を拠点とした町会役員・

民生・児童委員、老人会、商店会による「なんでも

相談所」を毎月開設して、高齢者の困りごとの把握

に努めている。（令和３年６月から実施） 

困りごとの把握では、ワクチン接種券が届くが予

約の方法がわからない等の声が多く寄せられたこ

とから、板橋区社会福祉協議会と連動して「ワクチ

ン接種予約サポート活動」を実施した。 

蓮根仲町会では、見守り活動を通じ、「一人にし

ない」「地域の絆つくり」「向こう三軒両隣」を合言

葉にみんなで支えあえる街づくりをめざしている。 

 

清水支部 

 清水地域は、地域内の全ての町会・自治会が、町

会員世帯に対して新型コロナウイルス感染予防の

ため、マスクや消毒液などのグッズを配付する。（令

和２年度実施） 

 

舟渡支部 

舟渡地域は、出水期に向けての啓発活動として、

舟渡町会、民生・児童委員が避難行動要支援者と支

部内居宅介護支援事業所等介護事業所を回り、平常

時の備えとして、避難先、避難用品、移動手段の確

保、台風等の情報把握手段の確認に加え、大型台風

到来時には、早期に避難するよう情報提供、協力の

呼びかけを行う。（令和２年度実施） 
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５番 赤塚城址公園本丸跡の空地をバラ園に 

下寺家町会からのご質問（要旨） 

 先日、深大寺のバラ園を見てきた。赤塚城址公園

の一部がバラ園になれば、自然豊かな高台に位置し、

観客はバラの花の美しさに感激されるのではない

か。また、支え合い会議がめざす高齢者の孤独から

の解放にバラ園へのご案内は、大いに役立つと考え

る。 

そのため、赤塚城址公園の一部にバラ園を設立し

てほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区長回答 

豊かな自然や史跡をはじめ、多数の神社・仏閣、

美術館、郷土資料館などの資源のある赤塚地域は、

区民の方はもとより、区外からいらっしゃる方にも

憩い、楽しんでいただける魅力を有する地域である

と考えています。 

ご提案いただきました、赤塚城址公園へのバラ園

の設置につきましては、訪れた方にバラの美しさや、

緑の豊かさなどを感じていただき、心安らぐ場にな

るものと考えられます。 

そのため、赤塚城址公園を管理する東京都へ、機

会を捉え、要望を伝えてまいりたいと存じます。 

なお、近隣の赤塚植物園には、バラ園があるとと

もに、赤塚溜池公園には約200本の梅の木があり、

それぞれ見頃の時期には、美しい花を楽しむことが

できます。 

今後も引き続き、赤塚地域のさらなる魅力の向上

をめざし、様々な情報の周知の充実や、新たな魅力

の創出に向けた取り組みを進めてまいります。 
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６番 集会所の使用料・公園の使用について 

赤塚遊友クラブからのご質問①（要旨） 

①老人会の区立集会所の利用にあたり、使用料減免

としてほしい。 

 

 

区長回答 

①地域センター・区民集会所等コミュニティ施設の

使用料については、受益者負担の考え方から、実費

を算定基礎として、ご利用いただく皆様に低廉な金

額をご負担いただいております。 

 地域センター集会室は「東京都板橋区公の施設の

使用料減免規則」の使用料減免基準により減免対象

が規定されており、区民集会所についても、地域セ

ンター集会室と同様の取扱をしているため、公平性

の観点から使用料の減免は難しいと考えておりま

す。 

 一方、高齢者の皆様が目的をもって外出し、人と

人とのつながりを維持することは、介護予防・フレ

イル予防の観点からも、大切なことであると認識し

ており、こうした介護予防を主な活動内容とする団

体への支援も別途検討しております。 

 今後とも、クラブ活動を通じて「健康寿命」の延

伸をめざし、元気で明るく過ごしていただければと

存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤塚遊友クラブからのご質問②（要旨） 

②老人会の区立児童遊園（公園）の利用にあたり、

使用料減免としてほしい。 

 

 

区長回答 

②区立児童遊園などの区立公園は自由利用が原則

であり、独占せず譲り合って利用いただくことにな

りますが、一時的にコートを作るなど、一部または

全部を独占的に使用する必要がある場合には、他の

利用者の状況などを勘案した上で、占用許可をさせ

ていただくことができます。 

昨年度は、老人クラブだけでも約 120件の公園

占用申請があり、ゲートボール、輪投げ、ペタンク

などを、毎日から月 1 のペースでお楽しみいただ

いているようです。 

許可できるのは、他の利用者への影響を考慮して、

最低限の範囲･時間になりますが、許可証を現場に

掲示していただくことで、他の利用者の理解も得ら

れやすくなります。 

また、許可の対価として公園条例に定める占用料

が必要になりますが、公共上、公益上必要な行為な

ど基準に定める場合には減免の基準もありますの

で、予め担当部署へご相談ください。 

[参考：担当部署]  

土木部管理課占用係  

電話 03（3579）2505(直通) 
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７番 災害時の在宅避難者用マニュアルの作成・配

付について 

徳親会からのご質問（要旨） 

 災害時に在宅での避難生活を送るにあたり、在宅

避難者用マニュアルの作成・配付をしてほしい。 

 

区長回答 

 発災時に開設される避難所は、被災した地域全体

を支援する拠点としての役割を担い、自宅が危険に

なって住めなくなった避難者を受け入れるととも

に、在宅避難者も支援の対象として、日用品や食料

の配布をはじめとする様々な支援を提供していま

す。 

区では、地震や水害時の備え、情報収集のしかた、

飲料水の確保、開設避難所の一覧等、災害時に必要

な情報を取りまとめた、「防災ガイド・ハザードマ

ップ 2021」を令和３年７月に発行し、全戸配布し

ましたのでご活用をお願いいたします。 

また、区では、令和２年９月に発行した「避難所

運営マニュアル」について、ご指摘いただいた内容

を踏まえながら在宅避難時における必要な情報な

ど、掲載内容について検討しており、今後、学校防

災連絡会でお示しするほか、区公式ホームページに

も掲載いたしますので、ご確認いただければ幸いで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８番 新大宮バイパスと区道２４９号線の交差工

事に伴い現在の高さ約２ｍの四葉歩道橋を廃

棄し、新たに高さ４ｍ超の歩道橋に架け替える

計画に反対です。 

一般公募からのご質問（要旨） 

 この工事が施工されると、高齢者や身体の不自由

な方達は、現状でも苦労している歩道橋階段の上り

下りに、倍増の体力や気力の負担を負うことになり

かねない。加えて通行のための十分な安全対策とバ

リアフリー化が講じられなければ、生活道路と呼べ

ない危険な通路となるおそれがある。 

危険を伴うおそれのある高い歩道橋に架け替え

る工事計画の撤回を求める。 

 

区長回答 

 補助第 249号線は、東京都、特別区及び 26 市

２町に学識経験者も交えた調査検討を経て、今後

10 年間で優先的に整備すべき路線として「都市計

画道路の整備方針(H28）」に位置付けています。 

ご指摘のとおり、補助第 249 号線(西徳通り)を

新大宮バイパスに接続するためには、新大宮バイパ

スを最大約２m 嵩上げしなければならず、これに

伴って歩道橋も高く架け替える必要があります。 

仮に、新大宮バイパスの高さを変えずに西徳通り

を接続させる場合、今度は西徳通りと歩道橋のある

側道との間に高低差が生じるなどの問題が生じる

ため、歩道橋の所有者でもある国土交通省とも協議

を重ね、全体的なバランスを考え現在の計画案に至

っております。 

歩道橋の具体的な設計等については、法令等の基

準に基づき、利用者の通行の安全性に十分に配慮す

るとともに、地域の皆様には、機会を捉えて丁寧に

説明させていただき、法令等の基準の範囲にはなり

ますがご意見を伺いながら進めてまいります。 

 

【資料１】 

補助第 249 号線整備事業に伴う新大宮バイパス

のかさ上げイメージ 

【資料２（パンフレット）】 

補助第 249 号線整備事業のご案内
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都市計画道路 補助第 249号線整備事業に伴う 

新大宮バイパスのかさ上げイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

※イメージのため、実際の整備形態とは異なります。 

至  

大宮 至  

川越街道 

― ：四葉歩道橋 

― ：補助第 249号線 

令和元年 8月 25日、9月 10日撮影 航空写真 

新大宮バイパスのかさ上げに伴い、 

四葉歩道橋を架け替える必要があります。 

 

 

※イメージのため、実際の整備形態とは異なります。 

新大宮バイパスのかさ上げに伴い、 

四葉歩道橋を架け替える必要があります。 

※架け替え位置については、検討中です。 

 

 

 

資料１ 
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資料２ 
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下赤塚地区区民と区長との懇談会 区からの情報提供 

 

 

 

 

１ ワクチンの供給状況 

 区内の医療機関で使用しているファイザー社製ワクチンの供給量が全国的に縮減さ

れており、6 月までと比べて、７月後半以降は 50％程度、9 月以降は 15％程とな

り、10 月中旬以降は供給される見込みはない状況です。 

 区内の医療機関では、１回目の予約を一時停止し、2 週間ごとに届くワクチンの供

給量が確定してから、予約受付を再開するという運用をしておりましたが、9 月 15

日に再開する予約が最終となる予定です。 

 また、モデルナ社製ワクチンを使用する区の集団接種会場の予約につきましても、

1 週間に 1 回程度予約枠を追加して受け付けてまいりましたが、9 月 30 日からの受

け付けが最終となる予定です。 

  

 

２ 妊娠中の方及び配偶者等を優先した予約枠を追加しています。 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、妊娠中の方が感染すると重症化しやすい

ことから、区の集団接種の予約について、妊娠中の方とその配偶者（パートナーを

含む）を優先した予約枠を追加しています。 

 

 

３ 民生委員による高齢者への接種勧奨を実施しています 

 民生・児童委員協議会と連携し、民生委員の方の地域の見守り活動の中で、高齢

者に対し、ワクチン接種予約のアドバイスや、医療機関・大規模接種会場について

の情報提供を行うなど、接種勧奨を実施しています。 

 

 

４ 新型コロナワクチン接種証明書（ﾜｸﾁﾝﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ）の申請受付を開始しています 

 海外渡航予定のある方を対象に、接種証明書の申請受付を開始しています。 

①申請・発行方法 

 原則郵送でご申請いただき、書面で発行いたします。 

②必要書類 

 申請書、旅券（パスポート）、接種券もしくは接種済証か接種記録書、本人確

認書類の写し、返信用封筒等。 

 ※詳細は区公式ホームページをご覧ください。 

 ※申請が集中した場合は、証明書の発行が遅れる場合があります。 

 

新型コロナワクチン接種情報(９月 13 日現在) 



 

10 

 

５ 板橋区接種状況 

 接種数 
高齢者人口 

（13.3 万人）比 

総人口 

（57 万人）比 

板橋区 
1 回目接種率 347,964 回 88.64％ 66.79％ 

2 回目接種率 289,194 回 87.04％ 55.51％ 

国 
1 回目接種率 

 

89.64％ 55.60％ 

2 回目接種率 87.93% 44.35% 

東京都 
1 回目接種率 87.34% 57.78% 

2 回目接種率 85.31% 45.88% 

  板橋区のデータ：9 月 13 日午前 11 時時点 

  国・都のデータ：9 月 11 日午後 11 時時点 

 

 

６ 周知方法 

  最新の情報は、区公式ホームページをご覧ください。 

 

 

 

お問合せ 健康生きがい部（保健所）予防接種担当課 ☎3579-2318 



  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 

 

 

 

  

 

 

人は多くの情報を目から取り入れています。 

しかしスマートフォンを操作しているときは画面に集中するために視野が極端に

狭くなり、周囲の危険を発見することができず思わぬ事故につながります。 

視野が狭くなることで、無防備状態になります。 

人や物にぶつかった際にスマートフォン操作に集中していたために反応が遅れ、

予想外の怪我につながることがあります。 

スマートフォンを操作しながらの走行は、周辺の状況把握が  

できず歩行者等にぶつかる恐れがあります。そのうえ、バランスが

取りにくくなり大変危険です。  

 また、交通事故が発生した場合、運転者としての責任を問われる

ことになります。 

 

 

スマートフォンを操作しながらの運転は違反です！ 
周囲の状況把握ができず交通事故に直結し大変危険です。 

  

操作に夢中で周囲に目を配らないと… 

  ●歩行者や自転車・車両と接触 

  ●自分自身が怪我 

などの可能性が高くなります！ 
また、相手に怪我をさせてしまうと、過失傷害罪
（３０万円以下の罰金又は科料）に問われる  
可能性があります。 
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問合せ先  高島平警察署 交通課 ☎ ３９７９－0110（内 4112） 
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３ その他リーフレット 

（１）「新型コロナワクチン詐欺に注意」について 

 〇概要 

  新型コロナワクチンの接種に便乗したトラブルや悪質商法にご注 

意ください。 

 国民生活センターでは、「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホット  

ライン」を開設し、フリーダイヤル（通話料無料）で、ワクチン詐 

欺に関する消費者トラブルについて相談を受け付けます。 

☎0120-797-188 

 〇配布場所 

  情報処理センター７階 くらしと観光課 消費者センター 窓口 

 〇担当部署 

  消費者センター ☎03-3579-2266 

 

（２）「消費者お助けダイヤル１８８」について  

〇概要 

  消費生活センターでは、商品やサービスなど消費生活全般に 

関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け 

付けています。 

 〇配布場所 

  情報処理センター７階 くらしと観光課 消費者センター 窓口 

 〇担当部署 

  消費者センター ☎03-3579-2266 

 

（３）簡易型自動通話録音機の無料配布について  

〇概要 

  特殊詐欺による被害を防ぐため、区内在住の 65歳以上を対象に 

受話器に貼り付けて使用する簡易型自動通話録音機を無料配布して 

います。 

  数に限りがありますので受け取りに来る前に必ず、区役所に電話 

 でお問い合わせください。 

 〇配布場所 

  板橋区役所本庁舎南館４階 防災危機管理課 窓口 

 〇担当部署 

  防災危機管理課 ☎03-3579-2153  



新型コロナ 

ワクチン詐欺 

に注意 

 ワクチンの接種は無料です。「ワクチン接種の費用」、「優先して接種を受

けるための費用」など、ワクチン接種に関連付けて金銭を求められても決して

応じないでください。 

 また、ワクチン接種に関連付けて金融機関情報など個人情報を聞きだそうと

する電話にも注意してください。 

 少しでもおかしい、不安だと感じたときは、すぐに「新型コロナワクチン詐

欺 消費者ホットライン0120-797-188」にご相談ください。 

●スマートフォンに「ワクチン接種の優先順位を

上げる」というメッセージが届いた 
 

●「ワクチンを優先的に接種できる」と所管省庁

をかたった電話があった 
 

●「余ったワクチンを案内している」と電話が

あった 
 

●「中国製ワクチンを有料で接種しないか」とい

う勧誘があった 
 

●携帯電話に新型コロナワクチンの関連で口座情

報等を聞き出そうとする電話があった 

【出典：国民生活センター見守り新鮮情報第392号】  

相談事例 

消費者センターからアドバイス 



188 
局番なし 

「いやや」消費者ホットライン 
 様々な消費者トラブルに巻き込まれたらまず相談！ 

 「いやや（１８８）泣き寝入り。」と覚えてください。 

官公庁をかたる不審な

電話がかかってきた 

えっ「お試し」の

つもりだったの

に、定期購入？ 

消費者ホットラインは地方公共団体が設置している身近な消費生活相談窓口をご案内します。 

板橋区消費者センター 
 

 

☎０３－３９６２－３５１１（相談専用）  

<受付時間>月曜～金曜 ９：００～１６：３０ 
        （祝日・年末年始を除く） 

商品の購入や契約など消費生活にかかわる相談を無料で受け付けています。 

 まずはお電話を！ 

消費者トラブル ひとりで悩まず 

すぐ相談 消費者ホットライン 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡易型自動通話録音機 

防災危機管理課 防犯推進係 

☎０３－３５７９－２１５３ 

特殊詐欺に注意しよう！！ 

南館４階２５番窓口で配布中 

（一世帯１台限り） 

取付け簡単！電話に貼るだけ！ 

 
特殊詐欺被害者の９０％以上が「私

は大丈夫」と思っていました。 

（注意）数に限りがありますので受け取りにいらっしゃ

る前に必ず、区役所に電話でお問い合わせください。 


